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足利市談合情報対応事務処理要領 

 

第１  趣旨  

この要領は、市が発注する建設工事及びこれに関する設計、調査、測量等（以

下「工事等」という。）の入札について適正を期するため、入札談合に関する情

報（以下「談合情報」という。）があった場合又は不自然な入札が行われた場合

の対応について、基本原則を定めるものとする。  

 

第 ２  談 合 情 報 へ の 対 応  

談 合 情 報 が あ っ た 場 合 に は 、 原 則 と し て 次 に よ り 対 応 す る も の と す る 。 

 

１  談合情報の確認等  

（１）職員は、工事等について談合情報があった場合には、当該談合情報の提供者の

氏名、連絡先等を確認の上、速やかに談合情報報告書（別記様式第１号）を作成

し、管財課長に提出するものとする。  

（２）職員は、談合情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範

囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。  

 

２  選考委員会委員長への報告  

（１）管財課長は、談合情報報告書の提出を受けたときは、速やかに足利市建設工事

請負人等選考委員会（以下「選考委員会」という。）の委員長に報告するものと

する。  

（２）管財課長は、新聞等の報道により談合情報を把握した場合には、当該報道に基

づき談合情報報告書を作成し、選考委員会の委員長に報告するものとする。  

 

３  選考委員会の招集  

選考委員会の委員長は、前記２により管財課長から報告を受けたときは、選考委

員会を招集するものとする。  

 

４  選考委員会による審議  

選考委員会は、談合情報の信憑性及び事情聴取の必要性等について、次により審

議するものとする。  

（１）入札執行前（電子入札及び郵便入札の場合にあっては、開札前）に談合情報を

把握した場合  

ア  信 憑 性 の 判 断  

談 合 情 報 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 信 憑 性 が あ る と 判 断 し 、

事 情 聴 取 等 必 要 な 調 査 を 行 う も の と す る 。  

(ｱ) 情 報 提 供 者 の 氏 名 及 び 連 絡 先 （ 報 道 等 に よ る 場 合 で 、 通 報 者 の 出 所
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が 明 ら か に さ れ な い 場 合 を 含 む 。 ） 、 対 象 工 事 名 及 び 落 札 予 定 業 者 名

（ Ｊ Ｖ の 場 合 は 代 表 者 名 で も 可 ） が 明 ら か で あ る 場 合 。  

(ｲ) 情 報 提 供 者 が 匿 名 （ 報 道 等 に よ る 場 合 で 、 通 報 者 が 不 明 な 場 合 を 含

む 。 ） で あ っ て 、 対 象 工 事 名 及 び 落 札 予 定 業 者 名 （ Ｊ Ｖ の 場 合 は 代 表

者 名 で も 可 ） が 明 ら か で あ り 、 か つ 、 次 の い ず れ か の 情 報 が 含 ま れ て

い る 場 合 。  

ａ  談 合 に 関 与 し た 業 者 名 が 明 ら か で あ る こ と 。  

ｂ  談 合 が 行 わ れ た 日 、場 所 及 び 具 体 的 な 談 合 の 方 法 が 明 ら か で あ る こ

と 。  

ｃ  落 札 予 定 金 額 を 示 し て い る こ と 。  

ｄ  そ の 他 談 合 に 参 加 し た 当 事 者 以 外 に は 知 り 得 な い 情 報 が あ る こ と 。 

(ｳ) 談 合 情 報 と し て 、 談 合 が 行 わ れ た こ と を 示 す 具 体 的 物 証 （ 録 音 テ ー

プ 、 詳 細 な 談 合 メ モ 、 談 合 の 現 場 写 真 等 ） が あ る 場 合 。  

イ  信 憑 性 が 希 薄 で あ る と 判 断 し た 場 合 の 対 応  

前 記 ア に よ り 判 断 し た 結 果 、情 報 の 信 憑 性 が 希 薄 で あ り 事 情 聴 取 等 を 行

わ な い と し た 場 合 で あ っ て も 、入 札（ 電 子 入 札 及 び 郵 便 入 札 の 場 合 に あ っ

て は 、開 札 。以 下 同 じ ）に 際 し て は 、「 入 札 執 行 後 に 談 合 の 事 実 が あ っ た

と 認 め ら れ た 場 合 に は 、入 札 を 無 効 と す る 。」旨 の 警 告（ 電 子 入 札 及 び 郵

便 入 札 の 場 合 に あ っ て は 、警 告 文（ 別 記 様 式 第 ２ 号 ）に よ る 通 知 。以 下 同

じ ） を 行 っ た 後 に 入 札 を 行 う も の と す る 。  

ウ  事 情 聴 取  

選 考 委 員 会 は 、前 記 ア の 規 定 に よ る 判 断 の 結 果 、事 情 聴 取 を 行 う 必 要 が

あ る と 判 断 し た 場 合 は 、 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 （ 以 下 「 入 札 参 加 者 」

と い う 。 ） そ の 他 関 係 者 に 対 し て 速 や か に 事 情 聴 取 を 行 う も の と す る 。  

(ｱ) 事 情 聴 取 は 、 総 務 部 長 及 び 管 財 課 長 等 の 複 数 の 職 員 に よ り 行 う も の

と す る 。  

(ｲ) 事 情 聴 取 は 、事 情 聴 取 書（ 別 記 様 式 第 ３ 号 ）の 質 問 項 目 を 基 本 と し 、

個 別 に 聴 き 取 り を 行 う も の と す る 。  

(ｳ) 事 情 聴 取 の 実 施 に 当 た っ て は 、 誓 約 書 （ 別 記 様 式 第 ４ 号 ） を 提 出 さ

せ る も の と す る 。 な お 、 そ の 際 は 公 正 取 引 委 員 会 及 び 足 利 警 察 署 （ 以

下 「 公 正 取 引 委 員 会 等 」 と い う 。 ） へ 通 報 す る 旨 を 説 明 す る も の と す

る 。  

(ｴ) 総 務 部 長 は 、 事 情 聴 取 の 結 果 に つ い て 事 情 聴 取 書 を 作 成 し 、 速 や か

に 選 考 委 員 会 に 報 告 す る も の と す る 。  

(ｵ) 事 情 聴 取 を 行 う 対 象 者 は 、 原 則 と し て 、 契 約 締 結 権 を 有 す る 者 又 は

そ れ に 準 ず る 者 と す る こ と 。（ 契 約 締 結 権 を 有 す る 者 に 順 ず る 者 と は 、

会 社 を 代 表 し て 答 弁 で き る 役 職 員 又 は 入 札 の 内 容 を 十 分 把 握 し て い る

役 員 相 当 職 員 （ 支 店 長 ・ 営 業 所 長 等 ） と す る 。 な お 、 事 情 聴 取 に 係 る

委 任 状 が 提 出 さ れ た 場 合 に は 、 そ の 者 の 役 職 等 は 問 わ な い も の と す
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る 。 ）  

(ｶ) 事 情 聴 取 は 、入 札 ま で の 時 間 、発 注 の 遅 れ に よ る 影 響 等 を 考 慮 し て 、

入 札 日 の 前 日 ま で に 行 う か 、 又 は 入 札 開 始 時 刻 の 繰 下 げ 、 入 札 の 延 期

等 を 行 っ た 上 で 行 う も の と す る 。  

エ  事 情 聴 取 等 を 行 っ た 結 果 の 対 応  

(ｱ) 談 合 の 事 実 が あ っ た と 認 め ら れ る 場 合  

足 利 市 契 約 規 則 第 １ １ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 入 札 の 執 行 を 取 り や め る

も の と す る 。  

(ｲ) 談 合 の 事 実 が あ っ た と 認 め ら れ な い 場 合  

入 札 を 執 行 す る も の と す る 。 な お 、 そ の 際 は 「 入 札 執 行 後 に 談 合 の

事 実 が あ っ た と 認 め ら れ た 場 合 に は 、 入 札 を 無 効 と す る 。 」 旨 の 警 告

を 行 っ た 後 に 入 札 を 行 う も の と す る 。  

オ  入 札 執 行 時 の 対 応  

前 記 イ 又 は エ － (ｲ)に よ り 入 札 を 執 行 し た と き は 、 次 に よ り 対 応 す る も

の と す る 。  

(ｱ) 談 合 情 報 に 含 ま れ て い た 落 札 予 定 業 者 と 最 低 価 格 入 札 者 が 一 致 し た

場 合 は 、 入 札 執 行 者 は 最 低 価 格 入 札 者 名 及 び そ の 金 額 を 読 み 上 げ る こ

と な く 、 「 談 合 情 報 と 一 致 す る た め 落 札 を 保 留 す る 。 」 と 宣 言 し て 落

札 を 保 留 す る も の と す る 。  

(ｲ) 談 合 情 報 に 含 ま れ て い た 落 札 予 定 業 者 と 最 低 価 格 入 札 者 と が 一 致 し

な い 場 合 は 、 当 該 最 低 価 格 入 札 者 を 落 札 者 と す る も の と す る 。  

カ  落 札 保 留 後 の 処 理  

(ｱ) 前 記 オ － (ｱ)の 場 合 、速 や か に 管 財 課 長 及 び 積 算 担 当 者（ 当 該 工 事 の

積 算 内 容 を 把 握 し て い る 職 員 ） 等 に よ り 入 札 結 果 及 び 工 事 費 内 訳 書 の

検 証 を す る も の と す る 。 な お 、 検 証 に つ い て は 、 談 合 の 形 跡 の 有 無 に

つ い て 入 念 に 行 う も の と す る 。  

(ｲ)管 財 課 長 は 、 検 証 結 果 を 選 考 委 員 会 に 報 告 し 、 事 情 聴 取 の 実 施 の 要 否

及 び 最 低 価 格 入 札 者 を 落 札 者 と す る こ と の 妥 当 性 の 可 否 に つ い て 、 審

議 を 受 け る も の と す る 。  

な お 、 最 低 価 格 入 札 者 が 低 入 札 価 格 調 査 に 該 当 す る 場 合 、 低 入 札 価

格 に 係 る 調 査 は 選 考 委 員 会 の 審 議 が 終 了 す る ま で 実 施 し な い も の と す

る 。  

(ｳ) 前 記 (ｲ)に お い て 、選 考 委 員 会 の 審 議 の 結 果 、次 の 場 合 は 当 該 最 低 価

格 入 札 者 を 落 札 者 と す る も の と す る 。  

ａ  事 情 聴 取 を 行 わ な い と 判 断 し た 場 合 。  

ｂ  事 情 聴 取 を 行 っ た 結 果 、談 合 の 事 実 が あ っ た と 認 め ら れ な か っ た 場

合 。  

ｃ  最 低 価 格 入 札 者 を 落 札 者 と す る こ と が 妥 当 で あ る と 判 断 さ れ た 場

合 。  



4 

 

(ｴ) 前 記 (ｲ)に お い て 、選 考 委 員 会 の 審 議 の 結 果 、次 の 場 合 は 当 該 入 札 を

無 効 と し 再 入 札 を 行 う も の と す る 。  

ａ  事 情 聴 取 を 行 っ た 結 果 、 談 合 の 事 実 が あ っ た と 認 め ら れ た 場 合 。  

ｂ  最 低 価 格 入 札 者 を 落 札 者 と す る こ と が 妥 当 で な い と 判 断 さ れ た 場

合 。  

（２）入札執行後に談合情報を把握した場合  

入札執行後に談合情報があった場合には、入札後においては入札結果等を公表

しており、落札者及び落札金額はすでに閲覧に供されていることに留意し、前記

（１）－アにより信憑性の判断を行い、以下により手続きを進めるものとする。 

ア  契 約 締 結 （ 仮 契 約 を 含 む 。 ） 前 の 場 合  

(ｱ) 信 憑 性 が 希 薄 で あ る と 判 断 し た 場 合  

落 札 者 と 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。  

(ｲ) 信 憑 性 が あ る と 判 断 し た 場 合  

入 札 を 行 っ た 者 そ の 他 関 係 者 に 対 し て 速 や か に 事 情 聴 取 を 行 う も の

と す る 。 ま た 、 事 情 聴 取 の 実 施 に 当 た っ て は 、 誓 約 書 を 提 出 さ せ る と

と も に 公 正 取 引 委 員 会 等 へ 通 報 す る 旨 を 説 明 す る も の と す る 。  

(ｳ) 前 記 (ｲ)に よ り 事 情 聴 取 等 を 行 っ た 結 果 の 対 応  

ａ  談 合 の 事 実 が あ っ た と 認 め ら れ る 場 合  

足 利 市 契 約 規 則 第 １ ０ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 当 該 入 札 を 無 効 と す る も

の と す る 。  

ｂ  談 合 の 事 実 が あ っ た と 認 め ら れ な い 場 合  

落 札 者 と 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。  

イ  契 約 締 結 （ 仮 契 約 を 含 む 。 ） 後 の 場 合  

(ｱ) 信 憑 性 が 希 薄 で あ る と 判 断 し た 場 合  

工 事 等 を 続 行 す る も の と す る 。  

(ｲ) 信 憑 性 が あ る と 判 断 し た 場 合  

工 事 等 を 一 時 中 止 し た 上 で 、 入 札 を 行 っ た 者 そ の 他 関 係 者 に 対 し て

速 や か に 事 情 聴 取 を 行 う も の と す る 。 ま た 、 事 情 聴 取 の 実 施 に 当 た っ

て は 、 誓 約 書 を 提 出 さ せ る と と も に 公 正 取 引 委 員 会 等 へ 通 報 す る 旨 を

説 明 す る も の と す る 。  

(ｳ) 前 記 (ｲ)に よ り 事 情 聴 取 等 を 行 っ た 結 果 の 対 応  

ａ  談 合 の 事 実 が あ っ た と 認 め ら れ る 場 合  

工 事 等 の 進 捗 状 況 等 を 考 慮 し て 、 契 約 を 解 除 す る か 、 工 事 等 を 続 行

す る か 審 議 す る も の と す る 。  

ｂ  談 合 の 事 実 が あ っ た と 認 め ら れ な い 場 合  

工 事 等 を 続 行 す る も の と す る 。  

 

第３  不自然な入札が行われた場合の対応  

入 札 事 務 を 行 う 中 で 、不 自 然 な 入 札 が あ っ た 場 合 に は 、原 則 と し て 次 に
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よ り 対 応 す る も の と す る 。  

 

１  不 自 然 な 入 札 の 定 義  

不 自 然 な 入 札 の 定 義 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。  

 

２  入札執行時の対応  

入札執行者は、不自然な入札に該当する入札であると認められる場合には、落札

決定を保留し、速やかにすべての入札参加者の工事費内訳書及び入札結果一覧を作

成の上、管財課長に提出するものとする。  

 

３  落札保留後の処理  

落 札 保 留 後 の 処 理 に つ い て は 、第 ２ － ２ －（ １ ）、第 ２ － ３ 、第 ２ － ４ －

（ １ ） － カ を 準 用 す る も の と す る 。  

 

第４  審査結果等  

 

１  市長への報告  

選考委員会の委員長は、会議の結果を市長に報告するものとする。  

 

２  公 正 取 引 委 員 会 及 び 警 察 へ の 通 報  

（１）管財課長は、第２以下による手続きとして事情聴取を行った場合、談合をして

いると疑うに足りる事実が確認できたか否かにかかわらず、公正取引委員会等に

通報するものとする。  

（２）公正取引委員会等への通報等は、別記様式第５号により行うものとする。  

なお、必要に応じて「事情聴取書」「誓約書」及び「入札結果一覧」の写し等を

送付するものとする。  

 

３  報 道 機 関 等 へ の 対 応  

談合情報を把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応について

の説明を求められた場合には、原則として管財課長が対応するものとする。ただし、

特に必要がある場合は、選考委員会の委員長が指名した職員が当たるものとする。  

 

 

附  則  

この要領は、平成１５年４月１日から適用する。  

附  則  

この要領は、平成１７年４月１日から適用する。  

附  則  
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この要領は、平成１８年９月１日から適用する。  

附  則  

この要領は、平成２１年４月１日から適用する。  

附  則  

この要領は、平成２２年４月１日から適用する。  

附  則  

この要領は、平成２３年１１月８日から適用する。  


